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ＪＲ東海労幹関西地「申」第35号

２ ０ １ ４ 年 ２ 月 ５ 日

東 海 旅 客 鉄 道 株 式 会 社

新幹線鉄道事業本部関西支社

支社長 河原崎 宏之 殿

ＪＲ東海労働組合新幹線関西地方本部

執 行 委 員 長 小 林 國 博

京都駅営業二科における退出点呼時間の変更に関する「申」第18号への追加申し入れ

京都駅営業二科のロッカー室は点呼場から徒歩3分程要する場所にある。

よって、以下のとおり申し入れるので、労使協議の場を設定すること。

記

１．京都駅営業二科における退出点呼を退出時間の3分前に終了すること。

以上


